
目

次

規

則

○
青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
団
体
経
営

改

善

課
）
…
一

○
青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqq（
水
産
振
興
課
）
…
一

○
青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
港
湾
空
港
課
）
…
一

○
青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
二

○
青
森
県
営
柳
町
駐
車
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
青
森
県
営
駐
車
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

訓

令

○
職
員
の
日
額
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
qqqqqqqqqqqqqqq（
人

事

課
）
…
二

規

則

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
八
号

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
一
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
七
十
七

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
中
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
十
九
号

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
貸
付
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
一
月
青
森
県
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
八
条
中
「
青
森
県
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
」
を
「
東
日
本
信
用
漁
業
協
同
組
合
連
合

会
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
項
中
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
十
八
条
の
改
正
規
定
は
、
令
和
三
年
四

月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
号

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
空
港
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
十
月
青
森
県
規
則
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
二
項
の
表
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
四
年
三
月
三

青
森
県
報
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十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
一
号

青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
景
観
条
例
施
行
規
則
（
平
成
八
年
三
月
青
森
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八

公
益
社
団
法
人
あ
お
も
り
農
業
支
援
セ
ン
タ
ー

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
営
柳
町
駐
車
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
二
号

青
森
県
営
柳
町
駐
車
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
営
柳
町
駐
車
場
規
則
（
平
成
十
七
年
四
月
青
森
県
規
則
第
五
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
三
条
」
の
下
に
「
（
第
二
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
営
駐
車
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
二
十
三
号

青
森
県
営
駐
車
場
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
営
駐
車
場
規
則
（
平
成
十
七
年
四
月
青
森
県
規
則
第
五
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
一
条
中
「
第
八
条
」
を
「
第
九
条
」
に
改
め
る
。

第
三
条
中
「
第
三
条
」
の
下
に
「
（
第
二
項
た
だ
し
書
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
た

だ
し
書
を
加
え
る
。

た
だ
し
、
同
条
例
別
表
第
二
に
定
め
る
月
ぎ
め
料
金
に
よ
り
駐
車
場
を
全
日
使
用
す
る
自
動
車

で
知
事
が
特
別
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
も
の
の
入
出
場
可
能
時
間
は
、
午
前
零
時
か
ら
午
後
十

二
時
ま
で
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

訓

令

青
森
県
訓
令
甲
第
三
号

庁

中

一

般

各

出

先

機

関

職
員
の
日
額
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
三
月
三
十
一
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

（ ）2青 森 県 報 号外第29号令和３年３月31日 水曜日



職
員
の
日
額
旅
費
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
訓
令

職
員
の
日
額
旅
費
支
給
規
程
（
昭
和
三
十
六
年
八
月
青
森
県
訓
令
甲
第
二
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
中
「
六
、
七
五
〇
円
」
を
「
六
、
七
二
〇
円
」
に
、
「
六
、
七
七
〇
円
」
を
「
六
、
六
八
〇

円
」
に
、
「
六
、
六
六
〇
円
」
を
「
六
、
五
六
〇
円
」
に
、
「
六
、
九
五
〇
円
」
を
「
六
、
七
三
〇

円
」
に
、
「
六
、
九
七
〇
円
」
を
「
六
、
九
九
〇
円
」
に
、
「
二
、
八
三
〇
円
」
を
「
二
、
八
四
〇

円
」
に
、
「
二
、
八
四
〇
円
」
を
「
二
、
八
六
〇
円
」
に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
訓
令
は
、
令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

改
正
後
の
職
員
の
日
額
旅
費
支
給
規
程
別
表
の
規
定
は
、
こ
の
訓
令
の
施
行
の
日
以
後
に
出
発

す
る
旅
行
か
ら
適
用
し
、
同
日
前
に
出
発
し
た
旅
行
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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